
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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委

員

会 
 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

遺
留
分
に
関
す
る
民
法
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
制
度
創
設
以
来
地
域
や
企
業
規
模
毎
に
活
用
件
数
の
差
が
あ
る
こ
と

を
含
め
、
全
体
と
し
て
必
ず
し
も
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
を
踏
ま
え
、
中
小
企
業
支
援
を
担
う
各
関

係
機
関
と
も
協
力
し
な
が
ら
、
制
度
の
存
在
や
利
点
及
び
手
続
方
法
等
に
つ
い
て
中
小
企
業
に
十
分
認
知
さ
れ
る
よ
う
周
知

徹
底
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

相
続
税
及
び
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て
は
、
本
年
一
月
の
適
用
要
件
緩
和
後
に
お
け
る
中
小
企
業
者
及
び
関
係

者
の
評
価
を
踏
ま
え
つ
つ
不
断
の
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
更
に
適
用
要
件
を
変
更
す
る
等
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

 

三 

小
規
模
企
業
共
済
に
つ
い
て
は
、
資
産
の
安
全
か
つ
確
実
な
運
用
を
行
う
と
と
も
に
、
加
入
者
数
の
増
加
に
努
め
な
が
ら
、

収
支
の
安
定
化
ひ
い
て
は
制
度
の
長
期
的
安
定
の
確
保
に
最
大
限
の
努
力
を
払
う
こ
と
。
ま
た
、
予
定
利
率
の
変
更
や
付
加

共
済
金
の
支
給
率
の
決
定
等
に
つ
い
て
は
、
加
入
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
と
も
に
、
共
済
財
政
へ
の
影
響
を
十
分
に
検
討

し
た
上
で
行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


